
- 1 -

(別添８)

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留

意事項について」の一部改正について

（平成30年３月５日保医発0305第６号）

第３ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等（掲示事項等告示第２、第２の２及び第

３並びに医薬品等告示関係）

18 特定機能病院及び許可病床数400床以上の地域医療支援病院の再診に関する事項

(１) 特定機能病院及び許可病床の数が4005床以上の地域医療支援病院は、健康保険法第70条第

３項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、患者

の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することと併

せて、他の病院（許可病床の数が400床未満のものに限る。）又は診療所に対し文書による

紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者については、選定療

養として、再診時に2,500円（歯科医師である保険医による再診の場合は1,500円）以上の金

額の支払を受けることとしたところであるが、その取扱い等については、（２）から（４）

までに定めるとおりとすること。


